
  

 

監査指摘事項の措置状況通知書 

 

総務部 

 

平成２５年度（№２）監査結果報告書 定期監査 関係分 

【指摘事項に対する措置状況】 

 

課 名 

 

指 摘 事 項 

 

措 置 状 況 
改善，検討 

等の年月日 

 

総務課 

人事課 

(1) 支出に関する事務 

ア 嘱託職員の報酬や臨時的任用

職員の賃金の支出で，執務要領

等で定める期日に支給すること

とされているが，遅れているも

のがあった。 

 

嘱託職員の報酬や臨時的任用職員の

賃金の支出事務に当たっては，執務要

領等で定める期日に遅滞することのな

いよう，適正な支出事務の執行につい

て課内で周知徹底した。 

 

平成２５年

５月２５日 

(嘱託職員

報酬) 

平成２５年

８月１０日 

(臨時職員

賃金) 

 

【意見，要望事項に対する考え方等】 

意見，要望事項 考え方等 

なし。  
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監査指摘事項の措置状況通知書 

 

税務部 

 

平成２５年度（№２）監査結果報告書 定期監査 関係分 

【指摘事項に対する措置状況】 

 

課 名 

 

指 摘 事 項 

 

措 置 状 況 
改善，検討 

等の年月日 

 

市民税課 

(1) 収入に関する事務 

ア 特定非営利活動法人に係る法

人市民税均等割の減免申請につ

いて，法人市民税事務取扱要領

で特定非営利活動法人の設立の

認証を受けたことを確認できる

書類（写）を減免申請書に添付

することを求めているが，既に

提出されている当該法人の登記

事項証明書を確認して添付を求

めていないものがあったことか

ら，添付書類の必要性を含め実

態と要領との整合性を図るよう

検討されたい。 

  

特定非営利活動法人の設立の認証を

受けた事実を当該法人の登記事項証明

書で確認できる場合は，減免申請時に

確認書類を添付しなくてもよいように

法人市民税減免事務取扱要領を改正し

た。 

 

平成２６年

６月１９日 

 

【意見，要望事項に対する考え方等】 

意見，要望事項 考え方等 

なし。  
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監査指摘事項の措置状況通知書 

 

子育て支援部 

 

平成２５年度（№２）監査結果報告書 定期監査 関係分 

【指摘事項に対する措置状況】 

 

課 名 

 

指 摘 事 項 

 

措 置 状 況 
改善，検討 

等の年月日 

 

こども育成課 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 支出に関する事務 

ア 保育体制充実費補助金の補助

対象経費の算定に当たり，提出

を求めている就業規則等の資料

の提出がなく，補助対象保育士

であることの確認ができないに

もかかわらず，補助対象経費と

し，交付決定していたものがあ

った。 

 

イ 旭川市私立幼稚園健康診断検

査器具購入補助金の額の確定に

おいて，補助対象とならない振

込手数料を補助対象経費として

いた。なお，結果として交付額

に影響はなかった。 

 

必要な資料の提出を受け，補助対象

保育士であることを確認した。 

 今後，慎重に補助対象経費を算定す

るなど，確認を徹底することとした。 

 

 

 

 

 

 改めて，振込手数料を除いた金額を

補助対象経費として事務処理を行っ

た。 

 今後，慎重に補助対象経費を算定す

るなど，確認を徹底することとした。 

 

平成２５年

１０月２５

日 

 

 

 

 

 

 

平成２５年

１１月１９

日 

 

【意見，要望事項に対する考え方等】 

意見，要望事項 考え方等 

なし。  
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監査指摘事項の措置状況通知書 

 

経済観光部 

 

平成２５年度（№２）監査結果報告書 定期監査 関係分 

【指摘事項に対する措置状況】 

 

課 名 

 

指 摘 事 項 

 

措 置 状 況 
改善，検討 

等の年月日 

 

経済総務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光課 

(1) 支出に関する事務 

ア 中小企業振興資金の融資に係

る信用保証料補助金の交付は，

交付申請書のほか，融資実行月

の翌月に各金融機関から送られ

てくる貸付名簿を照合し審査す

るため，双方が揃った月の属す

る年度を補助金の交付年度とし

ているが，平成２４年度予算で

支出すべきものを平成２５年度

予算で支出しているものがあっ

た。 

 

イ タイ青少年交流事業に対し負

担金，補助金を交付しているが，

対象経費が区分されていないた

め，各交付要綱において負担す

べき経費と補助すべき経費を明

確にすることを含め，交付の在

り方について総合的に検討され

たい。 

 

今後同様の事例が起こらないよう信

用保証料補助金交付事務マニュアルを

整備し，補助金交付年度について留意

することを徹底した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイ青少年交流事業については平成

２５年度で終了したところであるが，

今後当該事業のような「いきいきふる

さと推進事業助成金」の交付を受け実

施する事業については，他部局での実

施状況を確認した結果，負担金に統一

して交付を行うこととした。 

 

平成２６年

４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年

４月１日 
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【意見，要望事項に対する考え方等】 

意見，要望事項 考え方等 

なし。  
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監査指摘事項の措置状況通知書 

 

農政部 

 

平成２５年度（№２）監査結果報告書 定期監査 関係分 

【指摘事項に対する措置状況】 

 

課 名 

 

指 摘 事 項 

 

措 置 状 況 
改善，検討 

等の年月日 

 

農林整備課 

 

(1) 支出に関する事務 

ア 地力増強基盤整備事業助成金

において，助成対象経費の算定

に必要な見積書が添付されてい

ないにもかかわらず，交付決定

しているものがあった。 

 

 

見積書の提出を受け，助成対象経費

を改めて確認した。今後は，実施要綱

に基づき，厳正な審査の上，交付決定

を行うものとし，申請者に対して要綱

の説明及び指導を行った。 

 

平成２５年

１０月２３

日 

 

 

【意見，要望事項に対する考え方等】 

意見，要望事項 考え方等 

なし。  
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監査指摘事項の措置状況通知書 

 

学校教育部 

 

平成２５年度（№２）監査結果報告書 定期監査 関係分 

【指摘事項に対する措置状況】 

 

課 名 

 

指 摘 事 項 

 

措 置 状 況 
改善，検討 

等の年月日 

 

学務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育政策課 

学校保健課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東陽中学校 

神居東中学校 

 

 

 

 

 

 

(1) 支出に関する事務 

ア 大会運営費補助金の交付決定

において，補助対象とならない別

団体が運営する大会に係る分担

金等を補助対象経費としていた。 

なお，結果として交付決定額に

影響はなかった。 

 

 

 

イ 臨時的任用職員の賃金の支給

において，通勤方法の種別を誤っ

たことにより１件3,511円が過払

いのもの，また，通勤日数の集計

を誤ったことにより２件6,770円

が過払いのもの，１件309円が未

払いとなっているものがあった。 

 

 

 

 

 

 

(2) 学校に係る事務 

ア 学校敷地内に設置されている

電柱等の使用者に対する行政財

産の目的外使用許可の手続がな

されていないものがあった。 

 

 

 

 

 決算時には別団体が運営する大会

に係る分担金等を控除し，補助金の確

定額を算定し，交付決定額と精算額に

差異がないことを確認した。 

 平成２６年度の同補助金の交付に

あたっては，慎重に補助対象経費を算

定するなど，適正な事務処理に努め

た。 

 

 判明後，過払い分10,281円について

は戻入手続を，未払い分309円につい

ては追給手続きを行った。 

 市教委事務局と各学校の事務マニ

ュアルである「学校事務の手引」を平

成２６年４月に改訂し，学校配置の臨

時職員関係事務を整理し，関係様式を

見直すことで，適正な事務処理が行わ

れるよう改善を図った。 

 

 

 

 

 

学校敷地内に設置されている電柱

等の使用者に対する以下の行政財産

の目的外使用許可を行った。 

東陽中 

・街路灯（土木管理課） 

 

 

平成２６年 

５月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年

１月１４日

戻入 

平成２５年

１２月２７

日戻入 

平成２５年

１２月１１

日戻入 

平成２５年

１１月２８

日追給 

 

 

 

 

 

 

平成２５年

１２月１３

日 
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・電柱（北電） 

 

・街路灯（町内会） 

 

なお，以下の行政財産は不要なため撤

去した。 

神居東中 

・街路灯（土木管理課） 

 

 

 

 

 

 

平成２５年

１２月１日 

平成２６年

６月１日 

 

 

平成２５年

１１月７日 

 

【意見，要望事項に対する考え方等】 

意見，要望事項 考え方等 

なし。  
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改善，検討

等の年月日

⑵
イ

学校に係る事務
　学校敷地内に隣接者の柵等が
設置されていた。

令和元年
１１月１３
日

監査指摘事項の措置状況通知書

学校教育部　

平成２５年度（No.２）監査結果報告書　定期監査関係分

【指摘事項に対する措置状況】

措 置 状 況指 摘 事 項課 名

　隣接者了解のもと，撤去した。
　今後は，適正な維持管理のた
め，学校敷地内の設置物（建物・
工作物等）について，一覧表によ
る管理及び定期的に確認点検を行
うことにより，改善に努めてい
く。

神居東中
学校
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改善，検討

等の年月日

⑵
ウ

学校に係る事務
　学校敷地の境界部分において
一部明確でないものが見受けら
れたので，調査を行い境界を明
確に整理するよう検討された
い。

令和６年
10月２日

台場小学
校

　学校建設時に現地調査を行い，
境界標を設置していたが，経年に
よる埋設等で不明となったものと
考える。
　現在，境界に関する隣接者との
トラブル等は発生していないもの
の，境界を整理するため仮の境界
標を設置した。

監査指摘事項の措置状況通知書

学校教育部　

平成２５年度（No.２）監査結果報告書　定期監査関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課 名 指 摘 事 項 措 置 状 況
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